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ご実家の名義、亡くなった方のままになっていませんか？

　問合せ　税務課 資産税係　☎２１－２１１５

〇相続登記の最初の期限まで１年を切りました
　令和６年４月１日から、相続登記が義務化されました。
　過去の相続分も対象となり、最初の期限は令和９年３月３１日（水）です。手続きの準備には数か月以上か
かることもあり、期限間近は窓口の混雑が予想されます。以下の案内も参考に、お早めのご準備をお願いします。
　①専門家（司法書士）に依頼したい方
　　忙しい方や手続きに不安がある方は、専門家への依頼が安心です。
　　札幌司法書士会「相続登記相談センター」☎０１１ー２１１ー６６６５
　②ご自身で手続きを進めたい方
　　札幌法務局では「相続登記手続教室」等のイベントを開催しています。
　　詳細は、札幌法務局ホームページまたは札幌法務局公式ＬＩＮＥをご確認ください。

札幌法務局公式ＬＩＮＥ

相続登記相談センター

札幌法務局

〇令和６年度 貸借対照表（令和７年３月３１日現在 )

令和６年度 貸借対照表の公表

※地方債（町の借金）の残高は、約 49 億 7,290 万円で、町民一人当りでは約 29 万 4,638 
　円となります。また、町民一人当りの資産は約 103 万 1,494 円となります。
　（人口は、令和６年度末住民基本台帳人口（16,878 人）を用いて計算しています）

　問合せ　財政課 財政係　☎２１－２１１４

　町の資産や債務を適切に把握し管理するために、統一的な基準に基づく令和６年度決算の財務諸表を作成し
ました。そのうち貸借対照表の概要についてお知らせします。
　貸借対照表は、町がどのような資産を保有しているのか、その資産がどのような財源で賄われているのかを
示す財務諸表です。
　詳細については、その他の財務諸表を含め、町のホームページ等でお知らせします。

借　方 貸　方
【資産の部】
１．固定資産
２．流動資産
　うち現金・預金

161 億 6,153 万円
 12 億 4,802 万円
　4億 4,382 万円

【負債の部】
１．固定負債
２．流動負債

【純資産の部】
１．純資産

 58 億 3,209 万円
  8 億 7,230 万円

107 億 516 万円

資産合計　   　174 億　 955 万円 負債・純資産合計 174 億　 955 万円 

【資産の部】 　
１．固定資産：土地、建物
２．流動資産：現金、預金など
【負債の部】 
１．固定負債：地方債の残高など
２．流動負債：翌年度（令和７年
　　度）に支払われる償還金など
【純資産の部】
１．純資産：これまでに資産形成
　　に支払われた財源

４月１日～４月３０日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：４２ｎＧｙ /ｈ、最低値：３６ｎＧｙ /ｈ、平均値：３８ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度
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